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１ 令和６年度基準改正事項（地域密着型通所介護）  

地域密着型通所介護に係る主な基準の改正事項を掲載します。各サービスに共通する改正

事項については別添の「共通説明資料」をご確認ください。 

(1) 通所介護・地域密着型通所介護における認知症加算の見直し  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補足 

「認知症ケアに関する事例の検討や技術的指導に係る会議」は、テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係

事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システ

ムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守していること。 

【留意事項通知抜粋】 
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(2) リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画

書の見直し  

 
 

 

 

 

 

 

(3) 通所介護等における入浴介助加算の見直し  

 

補足 

以下の通知をご確認ください。 

「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について（令和６

年３月１５日老高発 0315 第２号・老認発 0315 第２号・老老発 0315 第２号）」 
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補足 

・ 入浴介助に関する研修とは、入浴介助に関する基礎的な知識及び技術を習得する機会を指

すものとする。 

【留意事項通知抜粋】 

・ 入浴介護加算（Ⅱ）について、入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近

い環境にて、入浴介助を行う。なお、利用者の居宅の浴室の状況に近い環境については、大

浴槽等においても、手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し、浴室の手すりの位置や使

用する浴槽の深さ及び高さ等を踏まえることで、利用者の居宅の浴槽環境の状況を再現して

いることとして差し支えないこととする。また、入浴介助を行う際は、関係計画等の達成状

況や利用者の状態をふまえて、自身で又は家族・訪問介護員等の介助によって入浴すること

ができるようになるよう、必要な介護技術の習得に努め、これを用いて行われるものである

こと。なお、必要な介護技術の習得にあたっては、既存の研修等を参考にすること。 

【留意事項通知抜粋】 
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(4) アウトカム評価の充実のための ADL 維持等加算の見直し  

 
 

 

 

 

  

補足 

・ 以下の通知をご確認ください。 

「科学的介護情報システム（LIFE）関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順 

及び様式例の提示について（令和６年３月１５日老老発 0315 第４号）」 

・ 令和６年度については、令和６年３月以前より ADL 維持等加算（Ⅱ）を算定している場合、

ADL 利得に関わらず、評価対象期間の満了日の属する月の翌月から１２月に限り算定を継続

することができる。【留意事項通知抜粋】 

・ 令和５年４月以降が評価対象期間の始期となっている場合は、ADL 利得が３以上の場合に、

ADL 維持等加算（Ⅱ）を算定することができる。【介護保険最新情報 Vol.1225 問 176 参考】 
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(5) 地域密着型通所介護における個別機能訓練加算の人員配置要件の緩和及び評

価の見直し  
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補足 

・  個別機能訓練加算（Ⅰ）イ・ロに係る機能訓練指導員については、具体的な配置時間の定

めはないが、当該機能訓練指導員は個別機能訓練計画の策定に主体的に関与するとともに、

利用者に対し個別機能訓練を直接実施したり、実施後の効果等を評価したりする必要があ

ることから、計画策定に要する時間、訓練時間、効果を評価する時間等を踏まえて配置する

こと。なお、当該機能訓練指導員は専従で配置することが必要であるが、常勤・非常勤の別

は問わない。【介護保険最新情報 Vol.1225 問 53 参考】 

・ 個別機能訓練加算（Ⅰ）ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士

等を１名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を

１名以上配置することとなっているため、合計で同時に２名以上の理学療法士等を配置する

必要がある。【介護保険最新情報 Vol.1225 問 54 参考】 

・ 個別機能訓練加算（Ⅰ）ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等 

を１名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１

名以上配置することとなっているが、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を

１名しか確保できない日がある場合、当該日は個別機能訓練加算（Ⅰ）ロに代えて個別機能

訓練加算（Ⅰ）イを算定することができる。ただし、専ら機能訓練指導員の職務に従事する

理学療法士等を１名以上配置しているのみの場合と、これに加えて専ら機能訓練指導員の職

務に従事する理学療法士等を１名以上配置している場合では、個別機能訓練の実施体制に差

が生じるものであることから、営業日ごとの理学療法士等の配置体制について、利用者にあ

らかじめ説明しておく必要がある。【介護保険最新情報 Vol.1225 問 55 参考】 

・ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及びロについては、いずれの場合も、当該加算を算定する事業所 

に理学療法士等を配置する必要があることから、事業所以外の機関との連携により理学療法

士等を確保することは認められない。【介護保険最新情報 Vol.1225 問 56 参考】 

・ 例えばサービス提供時間が９時から１７時である事業所において、 

― ９時から１２時：専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名配置 

― １０時から１３時：専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名配置 

した場合、１０時から１２時までに当該理学療法士等から個別機能訓練を受けた利用者に

対してのみ、個別機能訓練加算（Ⅰ）ロを算定することができる。（９時から１０時、１２

時から１３時に当該理学療法士等から個別機能訓練を受けた利用者については、個別機能

訓練加算（Ⅰ）イを算定することができる。）【介護保険最新情報 Vol.1225 問 57 参考】 

・ 機能訓練指導員の配置基準は、指定通所介護事業所ごとに１以上とされている。この基準

により配置された機能訓練指導員が「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」

である場合は、個別機能訓練加算（Ⅰ）の算定要件の一つである「専ら機能訓練指導員の職

務に従事する理学療法士等を１名以上配置」を満たすものとして差し支えない。【介護保険

最新情報 Vol.1225 問 58 参考】 
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(6) 通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化  

 

 

２ 運営指導における指摘事例  

本市で実施した運営指導の際に、改善指導事項として指摘した事例を掲載します。事業

所において、類似の事例がないかご確認いただくとともに、介護保険制度の理解やサービ

スの質の向上のためにご活用ください。 
 

 

事例 運営指導において確認された具体的な不適切な事例 

指摘 運営指導の結果として指摘した事項  

○指摘事項の補足等 
 

 

(1) 心身の状況の把握  

事例 
サービス担当者会議の記録を作成しておらず、介護支援専門員から「サービス担当者

会議の要点」が交付された場合のみ保管している。 

指摘 
サービス担当者会議に出席した場合は、出席者名、開催日時、開催場所及び検討内容

がわかるよう記録してください。 

○介護支援専門員には、「サービス担当者会議の要点」を各サービス担当者へ交付する義務は

ありません。「サービス担当者会議の要点」の交付を受けない場合は、事業所として記録を作

成する必要があります。 

 

(2) サービス提供の記録  

事例 
サービス提供記録が実際に要した時間ではなく、計画に位置付けられた時間により記

録されている。 

指摘 
指定通所介護のサービス提供に係る開始及び終了時刻については、実際に要した時間

がわかるように明確に記録してください。  

【指摘事例の見方】 
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事例 理美容サービスに要した時間が記録されていない。 

指摘 

指定通所介護の利用者が、指定通所介護のサービス提供時間中に、理美容サービスを

利用した場合について、理美容サービスに要した時間は、指定通所介護のサービスに

含まれないことから、理美容サービスに要した時間を記録するとともに、介護報酬の

算定に当たっては、通所介護計画に位置付けられた標準的なサービス提供時間から理

美容サービスに要した時間を控除した時間数に応じて通所介護費を算定してくださ

い。 

 

(3) 利用料等の受領  

事例 医療系サービスと併用しているが、医療費控除対象額が領収証に記載されていない。 

指摘 
指定通所介護の利用に係る利用者負担額が医療費控除の対象となる場合は、医療費控

除対象額を領収証に明記してください。 

 

事例 サービス提供内容と同様のサービスを体験利用者に無償で提供している。 

指摘 

指定通所介護の体験利用については、以下のとおり取り扱ってください。 

(1) 体験利用者の受入れにより、人員基準違反、定員超過利用等の基準違反が生じな

いよう留意すること。 

(2) 指定通所介護のサービス提供内容と同様のサービスを体験利用者に提供する場

合は、法定代理受領サービスである指定通所介護に係る費用との間に不合理な差額を

設けないこと。  

 

(4) 非常災害対策  

事例 非常災害訓練の実施記録が作成されていない 

指摘 
非常災害訓練については、年２回以上実施するとともに、実施記録を作成してくださ

い。  

  

(5) 秘密保持等  

事例 
利用者家族の個人情報を用いることの同意について、当該家族の同意を文書により

得ていなかった。 

指摘 

指定地域密着型通所介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の家族の

個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により明確に得てくださ

い。  

 

(6) 地域との連携等 

事例 併設有料老人ホーム入居者のみにサービス提供を行っている。 

指摘 

指定通所介護事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供を行う場

合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うよう努めてく

ださい。  
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(7) 介護報酬  

介護報酬の請求にあたっては、報酬告示、留意事項通知、関係する Q&A 等をご確認のう

え、算定要件を満たしていることをご確認ください。 

誤って介護報酬や加算を請求していたことが判明した場合は、過誤調整等により保険

者・利用者に対し、誤請求額について返還することが必要となります。 

なお、運営指導によって誤請求が確認された場合は、自主点検を行うことや自主点検結

果及び保険者・利用者への返還状況について市への報告を求めています。 
 

個別機能訓練加算 

事例 個別機能訓練計画が他職種共同で作成されていない。 

指摘 

個別機能訓練加算の算定に係る個別機能訓練計画については、機能訓練指導員、看

護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して作成することとしてく

ださい。 

 

個別機能訓練加算 

事例 個別機能訓練の実施記録がない、個別機能訓練の実施者が明確でない。 

指摘 
個別機能訓練加算の算定に当たっては、個別機能訓練に係る実施者、実施時間（開

始及び終了時刻）及び訓練内容が明確にわかるよう記録してください。 

 


